
 【体育館】　　　
基本使用料
（１時間につき）

基本使用料
（1時間につき）

市内 市外

児童生徒 360円 720円
一般 720円 1,440円

文化的催物に使用する場合 児童生徒 720円 1,440円
（営利又は、宣伝を目的としない場合） 一般 1,440円 2,880円

児童生徒 1,440円 2,880円
一般 2,880円 5,760円

児童生徒 1,080円 2,160円
一般 2,160円 4,320円

文化的催物に使用する場合 児童生徒 2,160円 4,320円
（営利又は、宣伝を目的としない場合） 一般 4,320円 8,640円

児童生徒 4,320円 8,640円
一般 8,640円 17,280円

児童生徒 20円 50円
一般 50円 100円

児童生徒 40円 90円
一般 90円 180円

児童生徒 90円 180円
一般 180円 360円

児童生徒 130円 270円
一般 270円 540円

児童生徒 180円 360円
一般 360円 720円

児童生徒 100円 210円
一般 210円 420円

210円 420円

★放送代・会議室の冷暖房費は、徴収しない。

尚、ご不明な点は施設スタッフまでお問い合わせください。
　　   施設長

霧島市横川運動公園

照明代
（１時間につき）

時間延長

２階卓球場（全面）

照明代
（１時間につき）
１５０円

照明代
（１時間につき）

３００円

一
部
使
用

アマチュアスポーツに使用する場合

専
用
使
用

上記以外の場合

上記以外の場合

区　　　　　　　分

付
属
施
設
等

フットサル(ホール半分）

会議室

卓球（１台につき）

バトミントン(１面につき）

平成２２年１０月１日現在

延長1時間につき
基本使用料の20％を
加算した金額とする。

   霧島市横川運動公園

照明代
（１時間につき）
１５０円

600円
ただし、1/2、1/4使用
の場合、料金も６００円
の1/2、1/4とする。

バレーボール（1面につき）

バスケットボール(１面につき)

利用者が入
場料を徴収
しない場合

利用者が入
場料を徴収
する場合

アマチュアスポーツに使用する場合


